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区　役　所
紫野東御所田町 33-1

相　　談
■無料法律相談
日時　毎週（水）午後１時～３時30分
場所　北区役所３階会議室
※�正午から整理券（先着15人）を北区役所３階
区民ふれあい相談コーナーで配付します。

■無料行政相談
日�時　４月18日（木）�午後１時30分～３時
場�所　北区役所３階会議室
問　地域力推進室庶務担当� ☎432-1197

税

福　　祉
■�国民健康保険、後期高齢者医療制度からの
お知らせ
　平成25年度の保険料の納付は、口座振替を
ご利用ください。
　口座振替をご利用になりますと、毎月納め

に行く手間が省け、納め忘れの心配もなくと

ても便利です。

　ぜひ、口座振替をお申し込みください。

　お申し込みは、領収書または納入通知書な

ど国保記号番号（後期高齢者医療制度の場合

は被保険者番号と徴収番号）のわかるもの、

預（貯）金通帳、口座の届出印をお持ちのう

え、お取引のある金融機関、郵便局または区

役所保険年金課の窓口へ。

　なお、お申し込みから振替開始まで２カ月

程度かかりますので、お早めにお申し込みく

ださい。

※�国民健康保険の口座振替は、一部の金融機

関については、キャッシュカードをお持ち

であれば保険年金課窓口で申し込み手続が

完了します。

※�特別徴収（年金からの引落し）の対象の方

で、口座振替での納付に変更することを希

望される場合は、保険年金課へ口座振替の

申し込みと併せて納付方法の変更をお申し

出ください。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257

お知らせお知らせ
問＝お問い合わせ先

　保険料の納め忘れはありませんか。
　保険料の負担の公平性を保つため、災害そ

の他の特別の事情もなく保険料を滞納してい

る世帯に対しては、財産などについて調査し、

給与、預貯金、不動産、生命保険、年金など

の財産を差し押さえます。保険料の滞納があ

る場合は至急納付してください。

問　保険年金課徴収推進担当� ☎432-1265
■後期高齢者医療制度からのお知らせ
　平成25年度の後期高齢者医療保険料の額お

よび納付方法などをお知らせします。

ア　特別徴収（年金からの引落とし）の方
　平成24年度から引き続き、特別徴収される

方については、平成25年２月に特別徴収され

た額と同額の保険料額が、４月、６月、８月

に支給される年金から特別徴収されます（仮

徴収）。平成25年度の正式な保険料額と、10月、

12月および平成26年２月に特別徴収する保険

料額については、７月にお知らせします（４

月にお知らせはお送りしません）。

　４月から新たに保険料が特別徴収される方

については、平成24年度の保険料額に基づい

て４月、６月、８月に特別徴収する額を決定

し、別途お知らせをお送りしています。

イ�　普通徴収（納付書による金融機関での納
付または口座振替）の方

　平成25年度の正式な保険料額と、７月～平

成26年３月の納付額は、平成25年度の市民税

額決定後、７月にお知らせします（４月にお

知らせはお送りしません）。４月～６月の納

付はありません。

問　保険年金課資格担当� ☎432-1257
■戦没者遺族相談員について
　戦没者遺族の年金などに関する相談に応

じ、必要な助言などを行う戦没者遺族相談員

は、戦没者遺族の福祉の増進を図るため、厚

生労働大臣から委託を受け、各市町村に設置

されています。

　北区では次の方が委託を受けています（任

期は９月30日まで）。

相談員：梅垣　孝三氏　☎491-5979
問　福祉介護課� ☎432-1306

その他のお問い合わせはこちらへ
☎432-1181（代表）　Fax432-0388

北青少年活動センター
紫野西御所田町 56  北区総合庁舎西庁舎３階
開館　平日・土：午前10時～午後９時

　　　日・祝：午前10時～午後６時

休�館日　毎週（水）、年末年始

■�居場所事業「ごぶSAT（ごぶさた）」参加
者募集

　ごぶSAT（ごぶさた）は毎月２回、料理や

工作、おしゃべりやちょっとしたゲームなど、

若者どうしが交流できる「居場所」のプログ

ラムです。少人数なので、コミュニケーショ

ンが苦手と感じている方も安心してご参加い

ただけます。お気軽にお越しください。

日時　第２土曜日　午後２時～５時
　　　第４土曜日　午後３時～５時

場所　北青少年活動センター
対象　市内に在住または通勤・
　通学している中学生から30歳

　までの方

参�加費　プログラムにより異な
　ります（おおむね300円以内）。

申�込み　窓口または電話、メールで受け付け
ます。

■�ダンスの練習に最適！充実した設備のスタ
ジオがあります！
　北青少年活動センターには、フローリング

床＋鏡張り＋音響設備も充実の、ダンスの練

習に最適なスタジオがあります！

　ホームページで空き状況も確認できます。

日時　開館時いつでも
場所　多目的ホール、レッスンスタジオA・B
対�象　どなたもお使いいただけます。年齢な
どにより使用料が異なります。

使用料　詳しくはお問い合わせください。
申込み　窓口または電話で受け付けます。
　（空き部屋があれば当日でも可）

申込み・お問い合わせ先
☎451-6700　Fax451-6702
メール　kita@ys-kyoto.org
ホームページ　http://www.ys-kyoto.org/kita/

北 図 書 館
紫野雲林院町 44-1　市バス「大徳寺前」下車
開館　平日：午前10時～午後７時30分

　　　土･日･祝：午前10時～午後５時

休�館日　毎週（火）、第２・４（水）

■こども読書の日記念お楽しみ会
　４月13日（土）、20日（土）、25日（木）

　いずれも午前11時～

■�赤ちゃん絵本読み聞かせ会
　５月13日（月）午前11時～

■テーマ図書
　ミニ展示１　�「絵本の世界」「憲法」

　ミニ展示２　�「植物のある毎日」「働くとい

うこと」

　児童向けミニ展示�「虫を知ろう」「本のもり」

　絵本ミニ展示　�「読書マラソン推薦図書」

「林　明子」

お問い合わせ先
☎492-8810　Fax491-5033

移動図書館「こじか号」巡回（☎801-4196）

月日 時間 場所

₅／₂
（木）

午前10時～10時40分
岩戸落葉神社
氏子会館

午前11時～11時40分 中川小学校

₅／₉
（木）

午前10時～10時40分
雲ケ畑小・中
学校

午前11時20分～
　　　　　11時50分

大宮小学校

午後₁時～₁時30分 原谷苑東門前

固定資産税・都市計画税
第１期分の納期限は４月30日（火）

○�納期限を過ぎると、延滞金がかかります。

　�（ただし、算出された延滞金額が1,000円

未満の場合はかかりません）

○�市税の納付には、便利で確実な口座振

替をご利用ください。

問�　課税内容：
　（土地家屋）固定資産税課� ☎432-1236
　（償却資産）市資産税課� ☎213-5214
　口座振替：市納税推進課� ☎213-5466
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